


するが、保健指導と通院精神療法（精神療法、カウンセリング）を同時に行っ  

た場合は、社会保険診療報酬点数表に定める通院精神療法の点数に労災診療単  

価を乗じて得た額とすること。  

（2） 精神療法、カウンセリング等の費用の算定方法については、社会保険診療報  

酬点数表に定める下記点数に労災診療単価を乗じて得た額とすること。  

なお、社会保険診療報酬点数表が改定されたときは、改定後の額とすること。  

アフターケアの項目   社会保険診療報酬点数表上の項目   

精 神 療 法、  第2章 特掲診療科   

カ ウ ンセリ ン グ   第8部 精神科専門療法  

第1節 精神科専門療法料  

区分 IOO2 通院精神療法（簡便型精神分析  

療法を含む。）（1回につき）  

1 病院の場合  340点  
2診療所の場合  392点  

IOO6通院集団精神療法（1日につ  

き）  

270点   

精 神 療 法、   IOO7 精神科作業療法（1日につき）   

カウンセリング等の  220点  

「等」に該当する項目  

IOO9精神科デイ・ケア（1日につ  

き）  

1 小規模なもの  550点  
2 大規模なもの  660点  
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